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第 11次新潟県職業能力開発計画の成果指標と進捗状況 

 

１ 計画の位置付け 

 (1) 職業能力開発促進法における策定の努力規定 

  ・ 国が定める職業能力開発基本計画に基づき、都道府県の区域において行われる

職業能力の開発に関する計画の策定に努めるよう規定されている。 
  ・ 労働力需給等の現状を踏まえ、施策の基本事項、目標を定めるものとする。 
 
 (2) 県の計画策定推移 

    国の基本計画と地域の特性を踏まえながら、国に合わせて昭和 46 年以降、第 10 次

計画まで策定。 
    ◎第 11 次計画の期間：令和３年度から令和７年度まで（５年間） 
 
２ 第 11 次新潟県職業能力開発計画 

 (1) 方針・目標 

「産業構造の変化に対応し、誰もが活躍できる全員参加型社会の実現に向けた 
 能力開発の推進」 
 

 (2) 方向性と基本施策 

  ア 産業構造・社会環境の変化を踏まえた職業能力開発の推進 

○ 産業を支える人材の育成 

○ デジタル化の進展への対応  

○ ものづくり人材の育成 

○ 人手不足分野の人材育成 

○ 企業における人材育成の支援  

○ 産業界や地域ニーズを踏まえた職業訓練等の実施と人材育成推進体制の整備 

 

  イ 誰もが活躍できる働きやすい社会のための能力開発と技能の振興 

○ 女性活躍の推進に向けた職業訓練の充実 

○ 高年齢者の就業・雇用の促進に向けた職業訓練 

○ 若年求職者等の安定就労支援  

○ 非正規雇用労働者等のキャリアアップ支援 

○ 障害者の就職支援 

○ キャリアコンサルティングの強化 

○ 新型コロナウイルス感染症の影響への対応 

   ○ 技能の振興・継承 
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３ 指標と進捗状況 

令和５年１月末現在 

指  標 実 績 

（R1,R2年度） 

R３年度 

確定 
R4 年度 

目 標 

（R7 年度） 

ものづくり分野の訓

練修了者の就職率 
① 89.0％ 

② 89.4％ 
91.1％ 87.5％ ⑦ 100％ 

IT 分野の訓練修了者の

就職者数 
① 85 人 

②144 人 
170 人 24 人 ⑦ 200 人 

テクノスクール修了生

（学卒者訓練）の就職

１年以内の離職率 

① 18.3％ 

② 18.5％ 
13.9％ - 

⑦ 13.0％ 

  以下 

在職者訓練の受講者数 ①1,479 人 

②1,101 人 
1,375 人 1,405 人 ⑦ 1,505 人 

デュアルシステム訓練

による就職者の常用雇

用率 

① 87.0％ 

② 86.4％ 
80.6％ 65.8％ ⑦ 90.0％ 

離職者訓練の修了者の

就職率 
① 73.4％ 

② 76.1％ 
75.7％ 78.2％ ⑦ 80.0％ 

女性の訓練修了者の就

職率 
① 76.4％ 

② 78.9％ 
78.3％ 80.1％ ⑦ 85.0％ 

職業訓練による就職者

のうち正規雇用の割合 
① 40.4％ 

② 38.5％ 
36.1％ 34.4％ ⑦ 50.0％ 

高齢（55 歳以上）の訓

練修了者の就職率 
① 66.4％ 

② 69.1％ 
65.5％ 64.8％ ⑦ 70.0％ 

障害者職業訓練による

修了生の就職率 
① 63.8％ 

② 73.8％ 
86.4％ 62.5％ ⑦ 70.0％ 

技能検定の県内合格者

数 
① 3,568 人 

② 2,069 人 
2,352 人 - ⑦ 3,000 人 

※ 就職者数は、修了３か月経過コースの実績 
 


